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株式会社カインズと協定を締結し園芸用土の循環の取組みを進めます 

資源を循環的に使い続けるサーキュラーエコノミー（循環経済）の実現に向け、株式会

社カインズと協定を締結し、ご家庭で不用になった園芸用土を店舗で回収し、循環させる

取組みを開始しますので、ぜひ広報にご協力下さいますようお願いいたします。 

１ 協定の名称 

名古屋市と株式会社カインズとの資源循環に資する事業の連携に関する協定書 

２ 締結日 

令和７年１０月２１日（火） 

３ 実施する取組み 

カインズ名古屋堀田店が、家庭で不用になった園芸用土の回収ステーションを店頭

に設置します。本市はその情報を市公式ウェブサイト等に掲載するとともに、市民か

ら園芸用土の出し方の問い合わせがあった際に、本取組みを案内します。 

（イメージ図） 



４ 実施期間 

  カインズ名古屋堀田店において令和７年１０月２５日(土)～令和８年６月３０日(火） 

  ※上記期間で実証を行い、問題が無ければ本運用へ移行する予定です。 

５ その他 

 ・カインズ以外で購入した園芸用土も回収します。 

・本サービスを利用するためには、カインズの会員登録（無料）が必要です。 

・園芸用土を持ち込む際は、土以外の異物（鉢底石や根など）を取り除く必要がありま

す。 

 ・協定締結式は実施いたしません。 

（参考）株式会社カインズ 

 所在地：埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目 2番 1号 

 事業内容：ホームセンターチェーンの経営 

 ＨＰ：https://www.cainz.co.jp/


